
第　６　章　　　下　水　道

１　生活排水処理施設の種類と特徴

第 1 節 生活排水処理事業

生活排水処理施設は、一般家庭等から排水される生活排水を地中の管路に流して終末処理場

に集めて処理し公共用水域に排出する方法（集合処理）と、一般家庭等の敷地内に合併浄化槽を

設置してその場で処理して道路側溝等に排出する方法（個別処理）に大別されます。

効率的な普及促進に向けて、地域の特性に応じた手法を選択し、整備を進めています。

生活排水処理のイメージ

川・湖・沼等の

公共用水域

川・湖・沼等の

公共用水域
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◆生活排水処理施設の種類

下水道、集落排水、合併処理浄化槽などの生活排水処理施設は、根拠法令や整備手法など

により、次のとおり分類されます。
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２　生活排水処理施設の整備状況

◆市町村別（整備手法別）普及率

◆秋田県生活排水処理構想（第４期構想）における目標値

生活排水処理施設は、健康で快適な生活環境の確保と公共用水域の水質保全に不可欠な社会

資本であり、早急な整備と適正な管理が求められています。

秋田県の生活排水処理人口普及率は令和５年度末時点で89.6％であり、全国平均の93.3％と

比較して低位な状況となっています。県・市町村が協議して策定した「秋田県生活排水処理構

想（第４期構想）」において、中期（目標年度：令和７年度）、長期（目標年度：令和17年

度）の目標値を設定し、早期概成に向けて整備を進めています。

実績値

R5 （中期：R7） （長期：R17）

69.1% 71% 76%

8.9% 8% 6%

11.6% 12% 13%

89.6% 91% 95%

生活排水処理構想目標値

公共下水道

集落排水等

合併浄化槽

合　   　計

事業種別

順位 市町村名
住民基本
台帳人口
（人）

公共
下水
道

農業
集落

漁林
集落
等

合併
浄化
槽

合計

1 大潟村 2,896 100.0 － － － 100.0

2 井川町 4,249 97.1 － － 2.9 100.0

3 八郎潟町 5,210 98.7 － － 0.3 99.0

4 秋田市 295,065 95.6 1.7 － 1.5 98.9

5 にかほ市 22,272 70.7 26.4 0.4 1.3 98.7

6 潟上市 31,430 96.8 － － 1.1 97.9

7 上小阿仁村 1,933 49.7 36.4 － 11.7 97.8

8 八峰町 6,227 69.4 16.9 9.7 1.6 97.6

9 藤里町 2,800 76.9 5.2 － 13.3 95.3

10 小坂町 4,509 79.7 － － 14.5 94.2

11 三種町 14,447 73.6 11.0 － 9.4 93.9

12 由利本荘市 71,285 48.2 26.6 1.9 16.4 93.1

13 美郷町 17,649 22.4 19.2 － 49.1 90.7

14 五城目町 7,947 78.5 － － 9.1 87.7

15 東成瀬村 2,387 － － － 87.6 87.6

16 大仙市 74,630 50.0 18.4 － 17.4 85.7

17 北秋田市 28,246 56.8 15.4 － 13.1 85.4

18 男鹿市 23,779 73.5 4.3 1.4 4.4 83.6

19 大館市 66,218 63.0 8.1 － 11.1 82.1

20 横手市 81,616 52.0 7.9 0.1 21.8 81.8

21 羽後町 13,271 45.4 15.9 － 17.2 78.4

22 湯沢市 40,164 45.5 8.5 － 24.4 78.4

23 仙北市 23,227 38.7 15.9 0.5 23.2 78.2

24 能代市 47,890 54.5 0.4 － 22.8 77.7

25 鹿角市 27,417 46.6 5.5 － 14.7 66.7

833,239 70.1 8.4 0.2 10.8 89.4

83,525 59.9 10.7 0.7 19.9 91.3

916,764 69.1 8.6 0.3 11.6 89.6

市合計

町村合計

県合計

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

県平均

普及率

89.6%

【凡例】 ( )は市町村数

公共下水道(24) 農業集落(18) 漁林集落等(6) 合併浄化槽(24)
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３　県が管理する施設について

◆流域下水道

◆十和田湖特定環境保全公共下水道

２市町村以上の区域の下水を処理する広域的な下水道で県が管理を行っています。市町村

の下水を受け入れる幹線管渠と終末処理処理場からなり、秋田県では５つの処理区が供用さ

れています。幹線管渠に接続する枝線管渠は関連する市町村が公共下水道として整備します。

鹿角処理センター

大館処理センター

秋田臨海処理センター

大曲処理センター

横手処理センター

湖畔の生活環境の改善と湖の水質を保全を図るため、青森県と共同で事業を行っています。

平成10年に整備が完了し、現在は維持管理へと移行しています。
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１　中長期的な整備方針（秋田県生活排水処理構想）

２　県が実施する事業の概要

第 2 節 下水道等の整備

基本理念 快適で安心できるくらしときれいな水環境への貢献

目標像 きれいな水環境と

快適なくらし

取組方針 ・未普及地域の早期解消

・水洗化の促進

・洗浄化槽設置制度の充実

・広報・啓発活動

・経営基盤の強化

・適切な維持管理

・広域化・共同化

・職員の技術力向上

・適切な執行体制の構築

・汚泥の利活用

・CO2排出量の削減

・エネルギー自給率の向上

県と市町村との協働

適正管理と持続可能な経営
脱炭素社会への貢献

②災害に備えた耐震化・耐水化の推進

○臨海：ポンプ場の耐震化

○臨海・大館：管渠の２条管化

（１）流域下水道事業

①インフラ施設の長寿命化の推進

○臨海･横手ほか：処理場の改築更新

○臨海･大館ほか：ポンプ場の改築更新

③県・市町村間の協働の推進

○県北地区広域汚泥資源化事業

○県南地区広域汚泥資源化事業

④脱炭素化の推進

○秋田臨海処理センターの脱炭素化

○汚泥処理に伴う消化ガスの有効利用

【臨海処理区 管渠の２条管化】

（２）農業集落排水事業

市町村が実施する農業集落排水の整備や更新に対する補助（R6:秋田市ほか３市）

（３）合併処理浄化槽設置整備事業

合併浄化槽を設置する者に対して、国及び市町村と一体となって補助金を交付

（R6:能代市ほか19市町村）

（４）あきた循環のみず協働推進事業

持続的な事業運営の実現に向けて、県と市町村の連携施策に関する調査・検討を実施

（R6:包括的民間委託の導入検討、BCP訓練の実施）

新設２条目管

（径400㎜）

既設１条目管

（径400㎜）

濃縮設

備

【臨海処理センター 汚泥濃縮の高濃度化】
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◆県南地区広域汚泥資源化事業

◆県北地区広域汚泥資源化事業

事業スキーム

汚泥資源化棟

１ 目的

県南部で発生する汚泥は各自治体ごとに処理した上で再利用や処分が行われていますが、

施設の老朽化と処分に要する運搬コストが課題となっています。効率的な経営の実現と資

源の有効利用を図るため、県と４市２町（横手市、大仙市、湯沢市、仙北市、美郷町、羽

後町）の汚泥を集約し、資源化する施設の整備を進めています。

県と市町村の汚泥を集約処理することで、現行方式で各施設を単純更新した場合と比較

して、事業期間の20年間で約26億円のコストの縮減が図られる見込みです。

２ 事業概要

○建設地 ：秋田湾・雄物川流域下水道 横手処理センター内

○建設施設 ：コンポスト化施設

○計画処理量 ：7,189 t／年（事業期間R7年度～R26年度の平均）

○事業方式 ：DBO（設計施工・運営一体）方式

※設計施工（R5.1～R7.4）、運営（R7年度～R26年度）

汚泥の効率的な処理と資源の有効活用に向けて、県北部３市３町１組合から発生する汚

泥を集約処理する資源化施設を整備し、令和２年度に供用を開始しています。生成された

資源化物は、土壌改良のための補助材料として利活用されています。

県と市町村の汚泥を集約処理することで、現行方式で各施設を単純更新した場合と比較

して、事業期間の20年間で約40億円のコストの縮減が図られる見込みです。

事業スキーム

コンポスト
(ペレット状)

○建設施設：炭化施設
○計画処理量：7,800t/年
○事業方式：DBO
（設計・施工・運営(20年)）
○全体事業費：約65億円

単独公共下水道

し尿処理場

生物脱臭棟

事務所棟
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◆秋田臨海処理センターリノベーション事業

１ 目的

処理工程で発生する熱等の下水道資源と敷地内の遊休地を活用し、下水処理場の新たな価

値を創造することで、地域へ貢献する処理場へと再生します。

（２）憩い・賑わいの拠点化

処理場から発生する熱、処理水及び下水汚

泥由来の肥料等を利用した農業の可能性につ

いて調査研究を行いながら、下水道資源を利

用した作物である「じゅんかん育ち」の普及

啓発などを行い、憩い・賑わいの創出を目指

します。

２ 事業概要

（１）エネルギー供給拠点化

下水汚泥を利用した消化ガス発電、風力発電及び太陽光発電を導入し、処理場で利用する

電力の脱炭素化・自立化を進めるとともに、向浜地区公共施設群に発電した電気を供給する

ことで地域の脱炭素化を図ります。

なお、本取組については、令和４年４月に「脱炭素先行地域」※として選定されています。

※ 2030年度までに電力消費に伴うCO2排出量実質ゼロの実現に向けて先進的に取り組む地域であり、環境省が選定するもの。
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◆自治体の事務を補完する体制の構築

１ 目的

生活排水処理事業に携わる技術職員の減少や施設の老朽化、使用料収入の減収などの

課題に対応するため、県・市町村の事務を補完する新たな官民出資会社を令和５年１１

月に設立しました。官民が有するノウハウを結集して経営課題や技術的課題等にきめ細

やかに対応し、持続的な運営につなげます。

２ 組織概要

○社 名 ：株式会社ＯＮＥ・ＡＱＩＴＡ

○設立日 ：令和５年１１月２０日

○出資金 ：１億円

○出資比率 ：県・市町村計51％※、民間計49%  （※県18.21%、市町村計32.79%）

○業務領域 ：生活排水処理事業等に係る「計画策定支援」「事業運営支援」「技術継承支援」

247 
216 

175 

0

150

300

H23 H28 R3

276 
253 

219 

182 

100

200

300

H22 R2 R12 R22

下水道担当職員数（市町村） 管渠経過年数（R4年度末時

標準耐用年数

有収水量（人） （千m3/日）
約３割減
（下水道使用料に直結）約３割減 市町村計 県(流域)

40年で陥没事故が増加傾向

生活排水処理事業を取り巻く課題

監理・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ力
政策立案能力

財務・技術に関する
高い専門性

[官のノウハウ] [民のノウハウ]

人材・ノウハウを早期に結集するため、「官民出資会社」形態を選択

課題解決に向けて

新たな第三者組織を設立

（km）
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下水道台帳の整備・保管

終末処理場、ポンプ場の運転管理・保守点検

放流水の水質管理
下水汚泥の処理・処分
下水道管渠の清掃・保守点検
下水道施設の修繕

昭和から平成初期にかけて造成された施設の老朽化が進行し、修繕、改築などに要す

る費用が増加しており、適切なマネジメントが求められています。管渠、ポンプ、処理

場などの設備について、点検結果に基づいて計画的に修繕、改築を実施し、各施設の機

能維持を図っています。

また、下水道に流入する汚水及び下水道から放流する処理水の水質の管理も管理者の

責務であり、処理場における監視と共に、汚水を排出する家庭、事業所などの排水設備

の規制指導を実施しています。

下水道の
維持管理

下水道施設の維持管理

排水設備の設置指導
事業場排水の規制指導

そ の 他

水洗化の促進

処理場の維持管理

法令の基準に適合した良好な処理水の水質を確保するため、状況に応じた確実な運
転操作を行っています。また、下水汚泥の適正な処理と減量化に努めています。

第 3 節 下水道の維持管理

※平成21年度から指定管理者が日常の維持管理業務を行っています。

各処理施設の監視 汚水を処理する微生物の状況確認

流 入 水 の 管 理

下水管の維持管理

下水管の底に砂や汚泥が堆積すると、汚水があふれだす原因となります。また、下水

管が破損すると、下水が流れないばかりでなく、管内への土砂流入により管が埋設され

ている道路を陥没させるおそれもあるため、定期的に清掃・点検を行っています。

マンホールの点検 高圧洗浄車による清掃作業

- 65 -



老朽化した施設の増加により、改修・修繕事業は下水道事業の中でも大きな

ウェイトを占めるようになっています。

下水道施設の改修・修繕

管渠の布設腐食した管渠

第 4 節 広 報 活 動

下水道等の施設の整備に当たっては、地域のニーズを踏まえて県民の理解を得ながら事

業を進めていく必要があります。このため、県民の事業への関心を喚起し、下水道等の役

割・必要性、下水道使用料の仕組み等について、正しく理解してもらうことを目的として、

施設見学会及び勉強会等の広報活動を実施しています。

秋田臨海処理センター

大館処理センター大曲処理センター

秋田臨海処理センター
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